
：もやすごみや布団の持ち込みが可能（午前８時３０分～１１時５０分、午後１時～５時）

：古紙類の持ち込みが可能（午前８時３０分～１１時５０分、午後１時～５時）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（午前８時３０分～１１時５０分、午後１時～５時）

：施設見学が可能（午前９時～１１時５０分、午後１時～午後４時）

住所：鶴岡市宝田三丁目１３番６号 TEL：0235‐22‐2849

鶴岡市ごみ焼却施設では、鶴岡市及び
三川町から出る可燃ごみを焼却処理して
います。
また、ごみ焼却時のエネルギーを利用

して発電を行い、市内の小中学校などに
供給する「電力の地産地消」に取り組んで
います。

※第2土曜日は午前８時３０分～１１時５０分
第３日曜日は午前９時～１１時３０分



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 第２土曜

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ 第３日曜 ２０ 2１ 2２ 2３ 2４ 2５

2６ 2７ 2８ 2９ 昭和の日 30

市公式LINEを使って、ごみの分別を調べることができます。ほかにも、明日が何のごみの日かの通知や、

ごみ分別に関するお知らせを受け取ることができます。詳しくは右の二次元コードをご覧ください。

：もやすごみや布団の持ち込みが可能（有料） ：古紙類の持ち込みが可能（無料）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（無料） ：施設見学が可能

午前８時３０分～１１時５０分

午前９時～１１時30分

電池類を取り外すことが
難しい場合、発火の危険
があるため、無理に分解
しないでください。

電池類を取り外せない・取り外すことが難しい
電池類内蔵製品（30㎝以下）は、中身がわかる
透明な袋に入れ、「蛍光管・乾電池等」の日に
出してください。

電池類内蔵製品の出し方



日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ 憲法記念日 ４ みどりの日 ５ こどもの日 ６ 振替休日 ７ ８ ９ 第２土曜

1０ 1１ 1２ 1３ 1４ 1５ 1６

1７ 第３日曜 1８ １９ 2０ 2１ 2２ 2３

2４ 2５ 2６ 2７ 2８ ２９ ３０

３１

５月３０日は、「ごみゼロの日」とされています。
鶴岡市では、地域や職場のクリーン作戦を支援しています。

古紙類（新聞・雑誌・ダンボール・飲料用パック・雑がみ）は、地域の集団資源回収などに出してリサイクル
しましょう。ごみ焼却施設では、平日及び第３日曜日の午前中に、古紙類の無料回収を実施しています。

午前８時３０分～１１時５０分

午前９時～１１時30分

：もやすごみや布団の持ち込みが可能（有料） ：古紙類の持ち込みが可能（無料）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（無料） ：施設見学が可能



行革実施計画 Ⅰ-⑤-3
令和４年度当初予算額 32,934千円
令和３年度決算見込額 27,761千円

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 第２土曜

14 15 16 17 18 19 20

21 第３日曜 22 23 24 25 26 27

28 29 30

梅雨に入り、傘が手放せない天候が続きます。傘を捨てる際は、開かないように１本ずつひもでしばって、

金属・その他（青色袋）のごみの日に、ごみ袋に入れずにごみステーションに出してください。複数本の傘

を一緒にしばっているものや、傘の留め具だけでしばっているものは回収しませんのでご注意ください。

午前８時３０分～１１時５０分

電池類は、セロハンテープ等を貼って絶縁し、中身がわかる透明な袋に

入れて、「蛍光管・乾電池等」の日に出してください。電池類や電池類内蔵

製品が液漏れ・膨張・破損等の状態にあるときは、発火の危険があります。

ごみステーションには出さず、鶴岡市環境政策課までご連絡ください。

午前９時～１１時30分

：もやすごみや布団の持ち込みが可能（有料） ：古紙類の持ち込みが可能（無料）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（無料） ：施設見学が可能



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ 1１ 第２土曜

1２ 1３ 1４ 1５ 1６ 1７ １８

１９ 第３日曜 ２０ 海の日 ２１ 2２ 2３ 2４ 2５

2６ 2７ ２８ ２９ ３０ 31

制汗剤などのスプレー缶は、中身がわかる透明な袋に入れ、月一回の蛍光管・乾電池等の収集日に中身

を必ず使い切ってから出してください（ライターやカセットボンベも同様です） 。中身が入ったまま捨てる

と、ごみ収集車などの発火事故につながるおそれがあります。

午前８時３０分～１１時５０分

午前９時～１１時30分

剪定枝や草などは、よく乾燥させて
から出しましょう。乾燥させると軽く
なり、料金も抑えることができます。

：もやすごみや布団の持ち込みが可能（有料） ：古紙類の持ち込みが可能（無料）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（無料） ：施設見学が可能



日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8 第２土曜

9 10 11 山の日 12 13 14 １5

１6 第３日曜 １7 18 19 20 21 22

23 24 ２5 ２6 ２7 28 29

30 ３１
私たちの住む陸のごみは、川の流れを通じて海に流れ着き、海を汚す原因になっています。
ごみステーション利用のルールを守り、ポイ捨ては絶対にやめましょう。

生ごみは約80％が水分と言われています。ごみ袋に入れる前にギュッと一絞りするだけ

で水分を減らすことができ、ごみの減量や焼却効率の向上につながるだけでなく、持ち

運びも楽になって、悪臭防止にもつながります。

午前８時３０分～１１時５０分

午前９時～１１時30分

：もやすごみや布団の持ち込みが可能（有料） ：古紙類の持ち込みが可能（無料）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（無料） ：施設見学が可能



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 1０ 1１ 1２ 第２土曜

1３ 1４ 1５ 1６ 1７ 1８ １９

2０第３日曜 2１ 敬老の日 2２ 国民の休日 2３ 秋分の日 2４ 2５ 2６

2７ 2８ ２９ ３０

会社や商店、飲食店、医院などの事業活動から生じたごみは、ごみステーションには出せませんので、ごみを取り扱え
る許可業者に依頼するなど、適正な処理をお願いします。農業や漁業なども「事業活動」に含まれますので、農薬の容
器やマルチ、漁網なども、ごみステーションには出せません。

ごみ焼却施設に持ち込める剪定枝木等は、
直径（幅）１０ｃｍ、長さ６０ｃｍ以内のものに
限ります。これより大きいものは、ごみ焼却
施設では受け入れできません。

午前８時３０分～１１時５０分

午前９時～１１時30分

鶴岡市の家庭からごみステーション

に出されたペットボトルは、新たな

ペットボトルに生まれ変わります。

：もやすごみや布団の持ち込みが可能（有料） ：古紙類の持ち込みが可能（無料）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（無料） ：施設見学が可能



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ 1０ 第２土曜

1１ 1２ ｽﾎﾟｰﾂの日 1３ 1４ 1５ 1６ 1７

1８ 第３日曜 １９ 2０ 2１ 2２ 2３ 2４

2５ 2６ 2７ 2８ ２９ 3０ ３１

10月は３Ｒ推進月間です。Reduce（ごみになるものを減らす）・Reuse（ものを大切に繰り返し使う）・Recycle

（資源として再生利用する）の３つのＲを心がけましょう。

午前８時３０分～１１時５０分

午前９時～１１時30分

ティッシュの箱などの雑がみは、もやすごみに入れずに、

古紙類として地域の集団資源回収に出しましょう。

：もやすごみや布団の持ち込みが可能（有料） ：古紙類の持ち込みが可能（無料）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（無料） ：施設見学が可能



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ 文化の日 ４ ５ ６ ７

８ ９ 1０ 1１ 1２ 1３ 1４ 第２土曜

1５ 第３日曜 1６ 1７ 1８ １９ 2０ 2１

2２ 2３ 勤労感謝の日 2４ 2５ 2６ 2７ 2８

２９ 30

午前８時３０分～１１時５０分

水銀柱の温度計・血圧計・体温計は、ごみステーションには出さず、購入時のケースやビニール袋

などに入れて、環境政策課か各地域庁舎市民福祉課（朝日庁舎は地域づくり推進課）に直接持ち

込みをお願いします。

午前９時～１１時30分

もやすごみに分別間違いの金属類が混入すると、 焼却炉の中で燃え残り、灰を押し出す装置を詰まらせる
などトラブルの原因となります。ごみ焼却施設を少しでも長く安全に使用していくためにも、ごみの正しい
分別をお願いします。

：もやすごみや布団の持ち込みが可能（有料） ：古紙類の持ち込みが可能（無料）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（無料） ：施設見学が可能



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 1０ 1１ 1２ 第２土曜

1３ 1４ 1５ 1６ 1７ 1８ １９

2０ 第３日曜 2１ 2２ 2３ 2４ 2５ 2６

2７ 2８ ２９ 3０ 31 大晦日 市では、リユース・リサイクルを推進

するため、古着の無料回収

を実施しています。

年末年始は飲み会など外食が多くなる時期です。「食べ切れる量だけ注文する」「3010運動に取り組む」
など、一人ひとりが「もったいない」を心がけた食事を楽しみましょう！

午前８時３０分～１１時５０分

午前９時～１１時30分

衣類・靴・かばん類は、金具

がついていてももやすごみ

になります。

：もやすごみや布団の持ち込みが可能（有料） ：古紙類の持ち込みが可能（無料）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（無料） ：施設見学が可能



日 月 火 水 木 金 土

１ 元日 ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 第２土曜

1０ 1１ 成人の日 1２ 1３ 1４ 1５ 1６

1７ 第３日曜 1８ １９ 2０ 2１ 2２ 2３

2４ 2５ 2６ 2７ 2８ ２９ 3０

３１

午前８時３０分～１１時５０分

午前９時～１１時30分

卓上コンロで使用したカセットボンベは、中身がわかる透明な袋に入れ、月一回の蛍光管・乾電池等

の収集日に中身を必ず使い切って出してください（スプレー缶やライターも同様です） 。

中身が入ったまま捨てると、ごみ収集車やごみ処理施設の発火事故につながるおそれがあります。

桃色のごみ袋に入れる「プラスチック製容器包装類」とは、商品が入っていたもの（容器）
や包んでいたもの（包装）で、中身を取り出した（使った）後、不要となるプラスチックの
ことです（コンビニ弁当の容器など）。リサイクルにご協力ください。

：もやすごみや布団の持ち込みが可能（有料） ：古紙類の持ち込みが可能（無料）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（無料） ：施設見学が可能



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ １０ 1１ 建国記念の日 1２ 1３ 第２土曜

1４ 1５ 1６ 1７ 1８ １９ ２０

2１ 第３日曜 2２ 2３ 天皇誕生日 2４ 2５ 2６ 2７

２８

午前８時３０分～１１時５０分

ごみステーションは各町内会等の自治組織で費用を負担し、設置・管理しています。

ごみは自分の町内会等の決められたごみステーションに、指定された日時に出してください。

また、鶴岡市では、①貴重な資源をリサイクルし有効に活用するため、②焼却・埋立されるごみを

減らすため、③安全で効率的なごみ処理を行うため、指定ごみ袋による分別区分を設けています。

それぞれ処理方法が異なりますので、適正な分別にご協力をお願いします。

午前９時～１１時30分

：もやすごみや布団の持ち込みが可能（有料） ：古紙類の持ち込みが可能（無料）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（無料） ：施設見学が可能



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 1０ 1１ 1２ 1３ 第２土曜

1４ 1５ 1６ 1７ 1８ １９ 2０

2１ 春分の日 2２ 振替休日 ２３ 2４ 2５ 2６ 2７

2８ ２９ 3０ 31

午前８時３０分～１１時５０分

引っ越しで大量に出たごみは、複数回に分けてごみステーショ

ンに出すか、ごみ焼却施設やリサイクルプラザに直接持ち込ん

でください（有料）。もしくは、ごみ収集カレンダー左下に記載

の一般廃棄物収集運搬許可業者にご依頼ください（有料）。

エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は、市では処理できません。①家電量販店等に依頼
する、②指定取引場所に持ち込む、③ごみ収集カレンダー左下に記載の一般廃棄物収集運搬許可業者に
依頼する、のいずれかで処理してください。詳しくは右の二次元コードをご覧ください。

午前９時～１１時30分

：もやすごみや布団の持ち込みが可能（有料） ：古紙類の持ち込みが可能（無料）

：古着・デジタル機器・水銀製品等の持ち込みが可能（無料） ：施設見学が可能


